
(様式 1-3)

福島県 (南相馬市)再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票

平成 26年 7月 時点

※本様式は 1-2に記載した事業ごとに記載してください。

曲濃覇 8 朧爾鸞議圏 小高第2配水池緊急遮断弁設置事業        躍曇墨趣墓劃 (2)-8-1
南相馬市      顧無整寝臨豪 南相馬市 (直接 )

15,889(千円)医奎 15,889(千円)

平成 23年 3月 11日の震災で南相馬市の水道施設は、津波被災区域を除いて大きな被害を受けなかつ

たが、災害時においても生活に欠くことの出来ない飲料水の確保に努め、安全、安心なまちをつくること

により、避難住民が安心して帰還できる環境を整備して地域の再生加速化を図る。

小高区浄水場第2配水池に地震感応タイプの緊急遠断弁を設置して、震災時の応急給水水量 (飲料水)

を確保する。

緊急遮断弁 (φ 3∞ mm)設置  1基

【南相馬市復興計画 33頁】

Ⅳ 防災まちづくリ ー 1災害に強いまちの創造 ― ② まちの耐震化 (公共施設、ライフライン)

・学校等の教育施設をはじめ、公共施設やライフラインの耐震化を図るため、耐震診断や耐震工事

を計画的に実施します。

【南相馬市復興計画前期実施計画 36頁】

事業名 Ⅳ-13配水施設の耐震化 (緊急遮断弁の設置)

<平成 26年度>
緊急遮断弁 (φ 3∞ mm)設置 N=1基

緊急速断弁の設置によつて、一定震度以上の地震発生時に配水を遠断し飲料水を確保する。このことに

より、災害時においても安心して使用できる飲料水を提供できることから、避難住民の早期帰還を促し、

地域の再生を加速化することに繋げることが可能となる。

な し

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。
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